
三菱地所グループでは、ステークホルダーの信頼を獲得し、企業と社会全体の持続的な発展をめざすため、
経営の最優先課題として、コンプライアンスの強化に取り組んでいます。

三菱地所グループではコンプライ
アンスを「法令の順守」だけではなく、

「社内ルールや企業倫理の順守」と
定義しています。三菱地所㈱では、
1997年の商法違反事件の反省に
立った役職員の意識と組織の改革を
原点とし、同年に「三菱地所行動憲章」
を制定して改革のための基本姿勢を
明確にするとともに、全社で危機意
識を共有して改革へとつなげました。
2005年7月には「大阪アメニティパー
ク（OAP）」の土壌・地下水問題の反省
からコンプライアンス体制を客観的
に見直すことを目的に、社外有識者
からなる「コンプライアンス特別委員
会」を臨時に設置し、行動憲章の改正
など、企業体質のさらなる改善に向け
た取り組みを進めました。
現在のコンプライアンス推進体制と
しては、三菱地所グループのコンプ
ライアンスを含めたCSR全般に関す
る審議を行う「CSR委員会」、その事前
協議機関として、主要グループ会社を
含む部署長などをメンバーとする「コ
ンプライアンス協議会」を設置してい
ます。さらに、コンプライアンスの総
合的管理と推進業務を担当する「コン
プライアンス担当役員」を取締役会
決議によって任命するとともに、三菱
地所の各部署およびグループ会社は
三菱地所の法務・コンプライアンス部
と連携しながらコンプライアンス活
動を推進しています。

コンプライアンス推進体制

適切な情報管理や個人情報保護に関
する社会的要請の高まりを受けて、三
菱地所グループでは情報管理体制を
整備しています。
2003年5月に「三菱地所グループ情
報管理基本規程」「三菱地所グループ
個人情報保護方針」を、「個人情報保
護法」の全面施行（2005年4月）に先
だって策定し、継続してモニタリング
や監査などを通じて、個人情報や営業
上の秘密情報などの管理の充実・強
化を図っています。
また、ソーシャルメディアの普及に伴
い、2012年12月に「ソーシャルメディ
ア利用ガイドライン」を制定し、適切
な運用を図っています。

三菱地所グループでは、グループ会
社の役員・社員約1万2,000名（派遣
社員など含む）を対象にコンプライ
アンスアンケートを実施し、役員・社
員のコンプライアンス意識の浸透度
や問題意識などを継続的に調査して 

情報管理の徹底

ソーシャルメディアポリシーは
ホームページ参照

コンプライアンス
アンケートの実施

います。
アンケート結果については、全体傾向
とグループ会社ごとの特徴を分析し
た上で共有し、コンプライアンス浸透
活動に役立てています。

三菱地所グループでは、反社会的勢
力との一切の関係遮断を「行動指針」
に明記しています。また、三菱地所㈱
法務・コンプライアンス部を専門部署
として、反社会的勢力から接触があっ
た場合には、必要に応じ警察と連携し
ながら、グループ全体で毅然とした対
応を行っています。

三菱地所グループでは、コンプライ
アンスに関する相談・連絡窓口として

「ヘルプライン」を設置しています。
ヘルプラインには内部受付窓口と外
部受付窓口があり、グループ社員、派
遣社員、パート社員、アルバイトはも
とより、グループ各社の取引先も利
用できます。2012年度のヘルプライ
ン相談報告件数は35件でした。

反社会的勢力への対応

ヘルプラインの充実
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2012年度

問： あなたの会社では、三菱地所グループの行動憲章の中の「1. 私たちは誠実に行動します」は、
　  達成されていると思いますか？

2010年度

2009年度

グループ全体　回答数 11,135（2012年度）
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コンプライアンスアンケートの結果（グループ全体）

※2012年度実施期間： 2012年6月18日〜6月29日
　調査対象者： 三菱地所㈱およびグループ会社44社の全役員・社員11,655名／回答者数11,171名（回答率95.8％）


